
 

「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-介護分野の基準について-」の一部改正について 

 

令和元年１１月２９日 

 

 

 「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領（平成３０年１２月２５日法務省・警察庁・外務省・厚生労働省）

の一部改正に伴って，「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-介護分野の基準について-」について，今般，下記のとおり必要な改

正を行いましたので，公表します。 

 

記 

赤字が修正部分 

通し 

番号 

該当ページ 

（改正後） 
改正箇所 現行 改正 

１ Ｐ7 第２ 特定技能外国

人が有すべき技能水

準 

【関係規定】 

分野別運用要領(抜

粋) 

第３ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用

に関する重要事項 

２．従事する業務と技能実習２号移行対象職種との

関連性 

「介護職種・介護作業」の第２号技能実習を修了した

者については，当該技能実習で修得した技能が，１号

特定技能外国人が従事する業務で要する技能と，介護

業務の基盤となる能力や考え方等に基づき，利用者の

心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できる

レベルとされる点で，技能の根幹となる部分に関連性

が認められることから，介護業務で必要とされる一定

の専門性・技能を有し，即戦力となるに足りる相当程

度の知識又は経験を有するものと評価し，上記第１の

第３ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に

関する重要事項 

２．技能実習２号を良好に修了した者の技能及び日

本語能力の評価 

（１）「介護職種・介護作業」の第２号技能実習を良好

に修了した者については，当該技能実習で修得し

た技能が，１号特定技能外国人が従事する業務で

要する技能と，介護業務の基盤となる能力や考え

方等に基づき，利用者の心身の状況に応じた介護

を自ら一定程度実践できるレベルとされる点で，

技能の根幹となる部分に関連性が認められること

から，介護業務で必要とされる一定の専門性・技

能を有し，即戦力となるに足りる相当程度の知識



試験等を免除する。 又は経験を有するものと評価し，加えて，介護現

場で介護業務に従事する上で支障のない程度の水

準の日本語能力も有すると評価し，上記第１の１

の試験等及び上記第１の２（３）の試験を免除す

る。 

（２）職種・作業の種類にかかわらず，第２号技能実

習を良好に修了した者については，技能実習生と

して良好に３年程度日本で生活したことにより，

ある程度日常会話ができ，生活に支障がない程度

の日本語能力水準を有する者と評価し，上記第１

の２（１）及び（２）の試験を免除する。 

２ 

 

Ｐ7 第２ 特定技能外国

人が有すべき技能水

準 

 

 ○ 介護職種・介護作業以外の技能実習２号を良好に

修了した者については，国際交流基金日本語基礎テ

スト及び日本語能力試験（Ｎ４以上）のいずれの試

験も免除されますが，介護日本語評価試験は免除さ

れないことに留意願います。 

３ 

 

Ｐ8 第２ 特定技能外国

人が有すべき技能水

準 

【確認対象の書類】 

○ 次のいずれか 

・国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写

し 

・日本語能力試験（Ｎ４以上）の合格証明書の写し 

○ 次のいずれか 

・国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写

し 

・日本語能力試験（Ｎ４以上）の合格証明書の写し 

＊ただし，修了した技能実習２号の職種・作業の種

類にかかわらず，技能実習２号を良好に修了した者

は，国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力

試験（Ｎ４以上）のいずれの試験も免除されます。 

４ Ｐ8 第２ 特定技能外国

人が有すべき技能水

準 

【確認対象の書類】 

＜技能実習２号修了者の場合＞ ＜介護職種・介護作業の技能実習２号修了者の場合＞ 



5 別表 別表（介護）  （注）修了した技能実習２号の職種・作業の種類にか

かわらず，技能実習２号を良好に修了した者は，国際

交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験（Ｎ４

以上）のいずれの試験も免除されます。 

 


